
救急高度化推進整備事業に つ い て

自治省消防庁救急救助課

救急専門官　 松　 永　 初　 己

1｡ はじめに

消防機関の救急自動車により搬送された傷　　応急処置範囲の拡大，教育訓練の充実，ドク

病者は，平成元年中約260 万人に達している　　 クーガーの導入，ヘリコプターの活用等，数

が，雌近の交迎事故の増加傾向，高齢化の進　　多くの論議がかわされた。

展，疾病俳造の変化等により，救急現場及び　　　 救急に対する国民のニーズの高まりに的確

搬送途上において呼吸，循環不全に陥る傷病　　に対応するとともに，最近の医療機器の進歩

者が一層増加することが予想される。　　　　　　等を踏まえつつ，プレホスピタル・ケアを充

一方，我が国のプレホスピタル・ケアの現　　実し，傷病者の救命率の向上を図っていくこ

状は，医師が関与することが少なく，また，　　 とが, 今, 我が国の緊急の課題となっている。

救急隊員の行う応急処置の内容は，比較的簡

単に行えるものに限られているため，結果と　　2. 救急業務研究会報告

して，我が国では，救急隊貝により心肺そ生　　　 自治省消防庁は，救急業務の充尖強化，救

処置が施された傷病者のうち，社会復帰した　　命率の向上を図る方策を検討するため，厚生

者の割合は，欧米諸国と比べ極めて低いこと　　省，日本医師会，救急医療専門医等を構成メ

が指摘されている。　　　　　　　　　　　　　　ンバーとする「救急業務研究会」を設置した。

昨年秋,交通事故死亡者数が１万人を越え，　 当該研究会は，８月21日に小委貝会中問報告

第２次交通戦争と言われ,平成元年11月には，　 を,11月26日には研究会としての基本報告（本

非常小態宣言が出され，関連して救急のあり　　文45頁参照）を消防庁長官に提出した。

方に関心が集った。また，マスコミ報道にお　　　 同報告では，プレホスピタル・ケアの充実

いても，救急隊貝の行う応急処世内容を充実　　 にあたっては，商い救命効果を実現している

すべきであるとの報道キャンペーン等が行わ　　欧米諸国の例を参考として，救命率の向上に

れていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 対する国民のニーズに的確に応えうるシステ

こうした中，平成２年４月230 ，東京消防　　 ムを構築することが必要であり，プレホスピ

庁の救急義務懇話会が，救急隊貝の応急処世　　 タル・ケアを充実させる主な方策としては，

範囲の拡大を内容とする答申を出し，大きな　　　①医師又は看護婦（士）が救急自動車に同

反響を呼んだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　 乗し，救急現場に出動する方式

国会においても，救急に関して救急隊貝の　　　②救急隊貝の行う応急処置の範囲の拡大
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が 考 え ら れ るが ，� の 方 式 の う ち， 特 に医 師

が 救 急 自動 車 に 同 乗 し， 救 忽 現 場 に出 動 す る

方 式 （ド ク タ ーカ ー） は ， 救 命率 向 上 の た め

望 まし い もの で あ る が ， 現 実 に は ， 医 師 の 確

保 が 困 難 で あ る 等 の 事 情 に よ り， こ れ を 全国

艇 開 す る に は 限 界 が あ る と し ， 消 防 機 関 に よ

る 救急 業 務 が，24 時 間 体 制 の もと 全国 的 に 普

及 して い る現 状 を踏 まえ る と， 救 急 隊 員の 行

う応 急 処 置 の 範 囲 を拡 大 す る こ と に よっ て プ

レ ホ ス ピ タ ル ・ ケ ア の充 実 を図 る こ とが ， 現

実 的 か つ 効米 的 な 方 策 で あ る と 提 言 して い

る 。

また ， 救 急 隊 員 の 行 う応 急 処 置 の 拡 大 す べ

き 具体 的 処 雌 を 提 示 す る と と もに ， 心 肺 停IE

状 態 に 陥 っ た 傷 病 者 に 対 す る 除 細 動 等 高 度 な

応 急 処 置につ い て｡は ， 新 た な 国 家 資 格 制 度 が

設 け ら れ た 場 合 に， 救急 隊 員 が こ の資 格 を取

得 し， そ の資 格 の 範 囲 内 で 救急 自 動 車 に積 載

し た 自 動 車電 話 や心 電 図 伝 送 装 置 等 を 使 用 す

る な ど し て 行 う もの と す る と し てい る。

救 急 隊 貝 の 行 う応 急 処 置 等 の 充 実 は， 緊 急

の 課 題で あ る こ と に 鑑 み， 地方 公 共団 体 は必

要 な教 育 訓 練 体 制の 整備 に 早急 に取 り組 む必

要が あ る。

応 急 処 置等 の 範囲 拡 大 に伴 い ， 救 急 隊 貝 に

必 要 と さ れる 教 育 訓 練 は， 基 本的 に 都道 府 県

の 消防 学 校 で 行 う も の と さ れて い るが ， そ の

内 容 に 鳥 皮 か つ 専 門 的 な も の が 含 ま れ る こ

と， 救 急 医 療 関 係 講 師 の 確 保 を図 る こ とが 必

要 で あ るこ と， 教 育 訓 練 の 効 率 性 を考 慮 す る

必 要 が あ る こ と等 か ら ， 一 般 的 に は， 都 道 府

県 の 消 防 学 校 で 行 う こ と に無 理 が あ る の で，

都 道 府 県 域 を越 え た 全 国 の 救 急 隊 貝 を対 象 と

す る 新 た な 教 育 訓 練 機 関 を設 置す る 必 要 があ

る と の 提 言 を 行 っ て い る 。
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さらに，現在，消防機関に導人されている

救急自動車の大部分は，搬送機能中心のもの

となっているが，今後，応急処置の範囲の拡

人に伴って必要となる救急資器材等の搭載や

拡大した応急処置の実施が可能な高規格の救

急自動車を整備する必要があり，また，エレ

クトロニクス等科学技術の発展による医療機

器の進歩等を踏まえ，最新の救急資器材を整

備することの必要性をうたっている。

救急隊と医療機関との連携に関しては，医

師の指導のもと高度な応急処置を的確に実施

するとともに医療機関における傷病者の受け

入れの円滑化を図るため，救急自動車に自動

車電話，心電図伝送装世等の情報通信資器材

を整備し，救急隊から医療機関ヘバイタルサ

イン等の傷病者情報を迅速に伝送するシステ

ムを構築し，医療機関との連携を強化すべき

であるとしている。

また，救急隊が現場に到着する前に，一般

住民による応急手当が適切に実施されれば，

救命率の向上に大きな効果がある。従来，消

防機関等において，地域住民を対象とした応

急手当に関する講習会等が開催されている

が，今後，さらに効果的なものにするため，

救急普及啓発広報車の活用，応急手当の実技

指導の強化等，普及啓発に一層努力する必要

があることが指摘されている。

以上，救急業務研究会の提言を概略記した

が，当該報告では，「救急業務の高度化を推

進するため緊急に講ずべき措置」を特掲して

いる。即ち

く救急業務の高度化を推進するため緊急

に講ずべき措置〉

プレホスピタル・ケアの充実は緊急の



課題である。したがって，現行の救急業

務の一鳩の充実を図り，あわせて今後応

急処置の範洲の拡大にも円滑に対応でき

るようにするため，高規格救急自動車，

最新救急資器材，医療機関への傷病者情

報の伝送等をするための情報通信資器材

等の導人・整備を図り，これらを活用し

応忽処置を充実する事業を行うなど，救

急業務の高度化を早急に推進すべきであ

る。

以上の事業等を市町村が計画的に推進

することを支援するため，高規格の救急

自動車，最新の救急資器材等の整備につ

いて国庫による財政援助措置を講ずる必

要がある。

としている。

自治省消防庁としても，こうした提言をも

踏え，平成３年皮新規袖助事業「救急高度化

推進整備事業」を創設すべく，平成２年８月

末に概算要求を大蔵省に提出した。

3｡ 救急高度化推進整備事業

平成３年度政府予算案は，平成２年12月29

日閣議決定された。

自治省消防庁が要求していた救急高度化推

進整備事業は,総額４億５千万円（補助金ベー

ス）が認められた。以下概要を紹介する。

（1）　趣旨

救急に対する国民のニーズの高まり，医

療機器の進歩等に対応し，救命率の向上を

図るためには，救急隊貝の行う応急処吐等

の充実を図ることが必要である。このため，

現行の救急業務の一層の充実を図るととも

に，あわせて応急処置等の範囲の拡大にも
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円滑に対応できるようにするため，「救急

高度化推進整備事業」を創設する。

（2） 救急高度化推進計画の策定

市町村は,救急業務の鳥度化を図るため，

高規格な救急自動車及び高度救命処置用資

器材の整備等（ハード面）並びに整備した

救急資器材等を活用し，救急隊貝の資質を

向上させるための施策の実施又は医師等の

協力により救急隊員の応急処置の充実等

（ソフト面）の事業を内容とする救急高度

化推進計画を策定するものとする。

（3） 主な対象事業

救急高度化推進計画に基づき実施する次

のような資器材等の整備に対してメニュー

方式により補助率３分の１の国庫補助を行

う。

①　高規格救急自動車

②　鳥度救命処置用資器材

③　心電図伝送装置

④　自動車電話及びＦＡＸ

⑤　高皮救命処置訓練用資器材

⑥　救急普及啓発用資器材

等

（4） 平成３年皮予算額（案）４億50百万円

（54百万円（平均事業費）X1/3（補助率）

×25 団体＝４億50百万円

4｡ おわりに

救急高度化推進整備事業については，補助

金要綱の作成協議の段階である。今後，国会

の審議を経て執行されることとなるが，救急

業務の充実，救命率の向上｡を目指した本事業

が各市町村で積極的に展開されることを期待

したい。

消防科学と情報
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救急高度化推進幣備事業により整備される主な資機材

①　高規格の救急自動車

②半自動式除細勣器

③モニ ター

④　自動式心マッサージ帽

⑤ ショッ クパンツ

⑥　心電計及び心電図云送装置

一 一 一

N ０.23 1991(冬季)

申｡内におい て高度の救命処 置が行えるように，

広い室内容航，振動を吸収する防詼ストレッチャー

架台，制度の高い心屯閲を伝送できるサスペン

ション等を布する。

心室細勦を起こ している侶病 者に 紂し 、速やか

に竃友的除細動を行うことに より 細動 を除 き、規

則正しい調律を川復させる。

半自動式除細勣器は、内蔵されたコンピューター

が心室細動を的確に判断するこ とから 、安 全か

つ適切な除椢|動か可能である。

酸素飽和度、脈拍等を測定し 、酸素吸 入時にお

け る酸 素濃度グ)決定冷を行い 、的確な傷病 者の竹

理 を行 似

救急rl艶IllE内で川手による胸骨圧迫心マ･フサー

ジでは、動揺や救 急限日の疲労 によって 、長時間

効果的な圧迫力を維持することが困難なため、自

動式心マッサージ器により自動的かつ規刈的な心

マッサージを行う。

出血性ショックに対する処置として、下半身に

装着し 、循環血液量を確保すると ともに 、骨 折の

固定も同時に 行う。

脈拍を触知するだけ では、不 幣脈 を正確に 把握

することは困難であるため、心世計により心電図

を測定し、心電図伝送装置を用いて自動車電車に

より医療機関に心世図を伝送する。
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